
月額は令和２年度年税額の
12分の１（１か月）相当額
※100円未満は切捨て。

令和３年度の国民健康保険税額から仮算定で決定した税額（４～６月分）を差し引いて
各期に分割した額
※各納期に生じた100円未満の端数は、その端数の合計を本算定後の最初の納期の税額に合算します。
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